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-第 瑠華 麗 読 話 姦 葦 の 運 機 番 告 サ - r

屑物政務調査費の誓約 と充当が不適当な経費について

('讐)政務調査費とは

議員の調査研究に資するため必要な経費の-郡として､地方公共団体が条例

の定めるところによ四%その議会における会派叉協議員に対し交付gることが

できる経費->

(2)政務調査費ができた経緯

それ護で補助登の規定に基づき会派に支給されていたがも補助金iこよる変相

は最の裁量の対象となることなどから､全国都道府県議長会が自治大臣に対 L/

還韓要望を続けてきたところであるが､平成 12年に地方自治法の-部が議員

提案により改正され､県は条例を定めることにより､会派又は議員に対 し政務

調査費が支給できるようになった0

本県においても ｢奈良県政務調査費の交柳 こ関する条例｣が､平成 13年3

用に制定され､平成 13年4月から施行されているO

(3)員的 p必要性

由県議会は㌔二元代表制のもと%県民の負託に応え%政策立案機能車監視機能

の充実強化を関り､議会に求められる権能を十分に発揮することが求められて

L卜:､.

p県議会がその権能を十分に発揮するためには､宗派 申議員が､本会議事委員

会での質問､質疑%政策論争をはじめとする様将な議員漂動を積極的に行う必

要があり私議だ､そのためには､県の事務準地方青書財政などの事項について､

住民や朱門謡宅経験者から綻)意見聴国文や)現場視察､あるいは資料収集を行うことな

どによりも様相な意_鞄ゆ情報を竃犠することが重要となっているO

切これには句意児聴取尊重発環視察などのために各種の経費が必要なことから､

県が条例を定めることにより､その経費の-部を公費で負担L/てnるところで

ある｡

岬政務調査費は､議会が､県政に関し様相な意見申情報を蓄積するために必要

な経費であり､すなわち議会が活性化を図り%求められる権能を発揮するため

に必要不可死な経費であるC

墓



(A )政務調査費の充当が不適当な経費

(3:)扱党活動の経費

◎政光活軸を目的とする縦賓賢に政務調食費を充 当することは不適当

し例i

ふ政潅ぎ.享;勤､Ll了ミ連 (政党等)亨石動に変する経費

R枚(託(∫)は鴇紙､パ ン7レ＼ソト ヒう等作成及びマ巨送絶 望哲

｡政党組織(小春務 所 の設琵及び終結驚士l至'に祭する経費 (人件資を含む)

-JPBニ大会賛助金､瀧 Jc会参加資､兇 大会参加旅費等

②選挙活動の経費

の 選挙縞効を目的とする糸巨費に政務調 夜費を充当することは不適三L='i

- 選挙亨r弓軸に当た ,て()Jl号俸は喜体への支援依頼摘勤､選挙にラ等作成及び発送経費等

(3億 技芸活動の経費

約 後援会でti;軌を別号勺とする縦孝矛に練熟 湘在韓を充当するこ とは不適J'f

〔例 1

什後 援 会の仏経紙､/＼ンフレッ ト､ビラ等の作成及び発送経費

や後 援 た ir僻L/)会議開催の推挙を

･楼 授 会 事務所oj.三削ぎIgA及び練絹に要する経書蟹 (人件費を含 む)

④ 私 的経 費

r例 l

d際′郎 毎秒j資等 (例 :粗雑､芥輿､番ll金 ､ ＼卜志､慶lliJ.至芸袖､句賀状の購入印刷な と )

や/7T互桁 葬祭 の鵬将に資する経費 (葬儀､祝賀会.結婚｣(､祭 りなど)

も′i三教 活 動に変(Tる雑費 (iL,FFffJ或総代会､報恩消､′et:7;好か〕等)

qレ クレ1--ション､私 用用務顎による旅子f-に磐する確重要哲

h そ U)他滋たま個人の私的日的o)ために使用する経費

I_/>



こ5)主攻務琵招畠活動に寄留しなn団体への会費等 経費

◎政務渦糸二活軸に了寄与しな川 T3体に対 して納める会費等に政務渦森費を充 当することは不

適 ､1'f

t'.L･j

p御 大 U)(!一機で加 入している相伴などに対する会褒哲等

町内会費(琵賃借している事掛 ,TTのマンシ:3ン管羊弓子組合等に支払う

地払 ,tち 凍資的な削 Hは隙く)､公扶妹臥 枇年会費､Ⅰ)Tjも会費､婦 人

会'締､癖 F二会費､ ろボ-､ソタラー7会費､ ii'l窓 会費､老 人クラブ合掌哲､

ブイこう:-スクラブ､ロー-タリーークラブ会費 など

心議 会内の親陪トti体 (野球}jJ/ブ ･ゴルフクラ ブ｡糾碁会)の会費

･′Tt:孜tjj体U)会館

⑥その他政務調査費を充当するのどこ適しなn経費

¢=:9公職選 挙 法 U)制位壬や妄i会放念 王､要当と考えられる範Pを!を超えた経窒蟹に政務童話.i,j針 RJ,･充

F'iすること-は 不 適 当

し桝/i

･挨拶､1'吉良や テ-:jfJツ トだH uj出席に磐す る 終発

-1Jも､iー地改良Û､森林初台 等 の 総会及び拭fi;)j好)式 等 の 挨拶o)みC))出頼

叶町内会､老人}}ラブ､行年畑等 U)新鮮 会 等 の 会簸だけの汁日新

県有騰一言琵及び県道の起 L式､竣 r_式なとU)テ :ゝ}カットだけのHWT'lA なと

～t】護貝が他の‡､j書体U)役職窄凍ねている畷籍に3-;げる､ そ U)ほ体 の理 事会､手張t'iu':-}L>総会

U二′托川宅に柴す る若差'孜

々事務JlTrLこして使用勺る 1＼助産亡桝散人､建築 L 等 へ の 麦 より

-政務古瀬糾 r了言動に僚Jfさする(妄動 軒 o)瀦 入費,修3乳lE浅緑 等 純 音fI管 粥慣

･栄相賀u 享飲 食だけをL川勺とする会合 の 会費

政 務調食事穿活動に庶接必 柴とした い 備 品 Ŝu川按入費

付議 をiの後援 たや 祝宴ぎ会にE舶rff~くヨ∴う まを費

･湘 糾 粁先を卜Hfjとしない会/ir音の会J諺等

rう



2向 奈 良県 政 務 調 査 費交 棺制 度 の 概要とそ の 使 途基 準

(1)奈 良 県 政務 調 査 費 交 付 制 度 の 概 要

｢㌫ 右 京 T諒

交 付 額

;,:何方 ′云

使 途 基 準

LL5Z支 報 告

一 一ルー~仙 】 山一仙MM川Nm 仙 一 山 山N｢ 【妄蒜 表(所属議員力L 人の場合を含む)及石英義員

･宗派 .月各員2万円×会派所属 (月の初日所属)議員数

･議員 月額28万円

四韓矧 こ分けて交付するo

<異体の使途基準>

☆会派 =)規程別表第- ☆言義員 ⇒ 規程別表第二

(調査研ぎ宅費､研修費､会議費､資料作成費､資料購入費､広

報費､事務所費､事挙実費､人件費う

☆使途基準の考え方 (7ペ-ジ-ノ12へ-ジ)

☆政務調査費の充当が不適当な例(2ペ-ジ-3ペ--ジ)

支出項目別の金額及び主たる支出の内訳等を記載した収支報告書r
領収書等を添付して議長に提出しなければならない｡

☆会計帳簿 (事務局チ エツjj後返還)

☆活動記録簿 (県外､海外調査の場合)

☆芸副文書写L/(社会慣習その他の事情により領収証が取得できな

場合は支払証明書)

☆自動車便伺記録簿 (ガソ リン代及び牽リ-スにおいて接う

率1/2を超えて充当する場合 事務局チ ェック後返還

議炭の調査

残余霞萱の返

還

収支章雛告蓋

等の閲覧

証拠憲禁頁等

の保存

一■由
さ税法上の取

L讐 竺ー_

議長は必要な調査を行う｡

収支報告書等が提出されたとき､事務局は収支報告書及び会計帳

等をもとに､計算誤り､関係警類の添付､充当の適否を確認する

会派 U議員は､交乍勺を受けた餅に残余がある場合は､返還しなけ

ばならない｡

提出された収支報告書及び証拠書類等ほ､議会図書室において5
間閲覧にイ共され､何人もその閲覧を請求できるo

宗派政務調査費会計責任者及び喜義員は､会計帳簿等その他の収綿

雲の.内容を証する書類を聖矧 呆管L/～5年間保存しなければなら

岸

への交付は､所得税法上 ｢雑所得｣として習実り扱われるが収支
(残余があれば返還)のたぬ 課梢所得は生じない｡

桑例第11条

例第12条

例第13菜
見事冒第 9采

尉宴第 7莱

《根拠法令》
地方自治法 (第 100菓第 13頂及び第 14頂) ･その他参考資料 :r:)Ljiペ-ジ

奈良県政務調査費の交付に関する条例 ▲｡ 小 菅の他参考責料 55 へ-ジ

奈良県政務調査撃の交付に関する規程 ･Ì →ケその他参考資料 こうP/eペ-ジ

奈良県政務調査費に係る収支報告雷等の閲覧に関する要綱 - その他参考資料 6 1 ペ--ジ

&



使途基準 (条例案9菜､夫那宴第5条)及び異体的な使途の例示 (義 派 恕 )

項 目 … 何 番 - 規程別表第1

調査研究禦 …究歪器詣 墓墨書要望等7詔 芸子言霊窒妄雲量予雲慧研

摩 ､居泊費都

会派が行う研修会､講演宗の実矧 こ必要な範警欝並びに他団体が開催する石刑宴会､講演会等への所属議員及び芸派の雇用する職員の参加に要する希望賢(芸濃嚢､
講師言射会､会費､交通筆､宿泊費等)

異体白勺な使途の例示

学喜鼓経悪葉番等への調査委託

政策研修会 等 の 矧 琶
研修芸への参加

交通費 〔電車､パス､航空機など)､レン
タカー代､有料遷絹代､調査先での駐車濃
代 ､宿泊費など

調査委託料

会罵筆､講師諦金､機材琶 じ料､印刷費な

､交通費 (電車､パス､航空機な
有料道路代､ガリリン代､宿泊費な

二不適当な熟要撃の例示

L,クしエーション､私的旅行の託宣筆

故買､選挙溝 勤に係る穏欝

議会の要用弁償支給Ejの交通撃

｡放覚 れ選挙活動を目的とする講演会
等への参加費

e趣味 .謁利賃'j=B 約の研修会への参
も日華

i 講演会への参加 と 卜 飲食をE3的とする
i 会派総芸 1-枚党 ,選挙活動夜目E

【 環務調査芸等関係団体等との調整会議学識経験者との慧男交換会 【 ∃会場費､榔 絹 上甑 雛 は口刷賛､茶菓＼ ト飲食をE3的とする網 代､参梢 の費掛 買など 撞 票漂霊長妥当とi

各種 憲 籍 の 購 入 喜書籍等購入費折等の精読 某月濁購読料
ミ義満が行う議会活動茂ぴ県政に関する放策等の広報喜広潤倦雲量芸子る綬章(広報紙欄各書等珊乳送臥 iT文調広朝綿等の作成珊代､校正代＼郵送料などEご放琵∴警慧漂撃に会派ホームペ-ジ開設 ー維持費 回線便屑料ゝプロバイダー料など

】I等′二 事務所及び駐車場の賃借 i事務所賃郎 斗､駐車場代 ･放 党 組織 等の事務∃に要する綬章∃

清掃 .維持管理 弓馬時代､蛍光灯交換など

光熱水筆 ⊇電気代､水道代､ガス代など≡

r 違忘 費用 ≡電話代 (同定電話 9携帯電話)､FAX笹 郡i更代､送料など 毒,放課調査活軌こ直Fn等の繕入経費

事- 撞芸書≡謂 喜貢芸莞妄三系孟書芸窒57に要する綬費LE 事搾機器及び願 の臥 ｢琵琶入代＼リース代 畳表窒党 儲 石動に
事務再呂21/,湖買入 購入費 ト慶弔き隻副菜

卜放党職員を置用す

- 調 査 補 - 員 の ,- 葦- 通 勤手 当 ､- 賓な ど I

研修会への参力〇賛

的こする芸謙琴弓億綬章

会議開催絶筆

考えられる範可を



使途基準 〔条例第9業､規程第5条)及び異体的な使途の例示 (議 員 分 )

項 白 内 容 -.- 規寺宝別表第2 異体的な使途の例示 異体的な紀要 不適当な奉遷費の例示 E

i∃調査研究費 議員が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに謂査委託に要する経費 L'調査委託琴､交通 交通費 (電車､ハス､航空機など∴ L,ンタ .L/プレエーシヨン､私的旅行の絶筆 ∈

蕪 ･県外調査 cl弓､/ーノ⊆の買主奉場代､宿泊費なtI 】.放常､選挙 .後援会活動に係る経費

県又 弱係議員達禦活動 ∈ ･譲会の費用弁償支給Ejの交通琴

≡;筆､暦;Ej撃等) 会合における惰章掛収集 E謂 搾 会費､随時劉 1億 )′謀と .ライオンズクラブ､[]一 夕 リークラユ 同
学識経験者等への調査委託 書得意委託料 置 言返体の会表 cLL;.一 一J売＼J レ E

≡研修費 =惑体等が開催する研修会､講演会等への議員及び議員の雇用する秘蓋等の会加に要する紹葦 (仝慧 六通 捌宴会への参お口 参加蓑､交通費 (電車､ハス､航空機な ･趣味 一子喜利厚生Ej的の研修会への参加費

葛､宿泊費等) 講演芸への参加 ど)＼有料道路代､刀ゾ ノン代､宿泊費など や飲食を紺 とする研修会への参.DO重

会議撃 議員が行う地三或住民の県政に関する要望､驚異を吸 地朗 改要望会 卜 政党 .選挙 ,後援会活動を紺 とL,て開催 を
地域住民等との意見交換会 書i会場魯 機材ijj=卜架立 資料印刷費 茶冨 飲 書する会議経費 ≦

収するための各種芸告藁に要する経費 (会場費 一機不才借上葦､責料印刷費等) 憤 代など EB飲象を告的とする芸書義矧覧綬欝 [

学識紹騒音との悪党交換会 ･社会通念上､妥当と考えられる煎誕琶超え E

- 由 費 廃 駅 琵義軍要覧繋苧憲悪賢墓㌍成するために要 す政務調査轟料の作成 l開 け宅､製紙 コヒ欄 と 費

】資絹 入費 匝 慧買墓等詔 書百号芸遥遠笑箆PJt詣 実票表芸芸ヨ欝l各種書籍の購入 1蓋 績大要 】 ー3 ∃≡節

広書鮒箆等の作成 ;Eロ刷代､校正代 郵送料など 卜恩 讐 壷莞欝惹墓動に脚 スターや妻弓 毒
∃広輔車 喜 議員がrJう議会活動及び県政に関する政策等の広輔溝動に要する経費 〔広報紙 .寺55告書等印刷零､送料＼≧交通費等)】

畢 絹告会及び活重力等の葦措告会 会士罵費など

捌 け

7Tp ムペ-ジ開設 .維持費 回縛使用料､プロバイ夕-料など

∃議員が行う調査研究活動のだめに必要な事務所の吉毒夢脚 費 農 管理に要する経費 (事脚 の賃借乳 管浬運営筆】 事務所及び馬主牽甥の篤信 事章所賞借料､駐車湧代 L 事務所開設費用 (i土由一剛 の断 ､翠等日
清掃 .維持管理 清f代､蟹沌灯交換など E政党 .選挙 .後援会の事務所の設置及び紹+∵

･1,℃熱水莞 電気代､水道代,ガス代など 圭

事務責 議員が行う調査研究に係る事務遂行に要する経費(事務用品 .備品購入賓､通信費等) 通 関 持 gE霊欝 ､(慧芸要 撃 携帯電話),FAX代､長 貰謹書盃矧 こ直関 連L,掛 蓑絹 等の iぎ･按針選挙L後船親に係る餌代を刀諸絹賓書
自動車リース 恒 ス代
燃料軍 刀ゾ ｣ン代､灯滝代なt= 書ド自動車修理点絹 用及び糊料 L
-J 安生lOG"HY;'-tfE=, 誌~ー 宴∃薫 代 目 -汁 し 鷺弔転削軍

事務発表の購入 E鳩入肇 【

人件費 喜寿員が行う講堂萎芹亨宅を絹張する職員を雇用する紹賓 ,器余､議馴＼′ii..T" 卜班莞 .後船 事獅 職責を雇用する紹要 ≡



◎使途基準の考え薫

㊨調査研究費

海外調査費

県外調査費

県内調査費

垂某超､パス､
J9ウシ山､航
空機

L/ンタカ --

･ . ､∫:･.

D海外調査活動記録簿による実績報告を行うここで､言局歪研究活動であるこ
とを確認するo (頒程第10号様式)

･県外調歪活動記録簿による実績報告を行うことで､調査研究活動であるこ
とを確認するo (規程第11号様式)

キ原則実費弁償とするOタクシ-の利用は､合理的と判断される場合に認め
義 (,

巨

---一十 m --空

o自動車使用記録簿 (52ページ畜式参照)に
使用日時キ〔コ数を記録するなどにより､政務
盃活動に要した費周の実費弁償とするOただ
し､使用実態での按分が封難な場合は､支払
の1/2を限度に ｢事務費｣として充当でき

とするo

当勤車使用記録簿は､関係証拠書類として5
掛莱存するものとする(.

良

甘県外､海外とも原則として実費弁償とする〔,

ただし､下記金額を走賀煮て充当する場合は､領収書にその合理的な理由を
附詑するものとする｡

国内 14や800円 (甲地適用〕

海外 25き700円 (指定都市)

海外 21950(〇円 (上記以外)

イ奈良県議会諸員の報酬額､費伺弁償及び期末手当の績並びにその支給条例｣に準拠c

R海外の指定都市とそれ以外の区分については事符局にご確認くださいO

B調査研究等の政務調査活動業務を､団体又は個人に委託 す る と 霞 は ､ 委託
業務の名称､調査Ej的､異体的な委託事項､委託期間､委託金 甲 ､委 託 先等

を記載した r業藁葺委託契約薫｣を締結するものとする′〕

成果物には委託業務報告のほか委託費の清算報告も必要とするo

契約書及び成禁物などは関係証拠言葉頁として5年間保存するものと育

枚挙芸調査活動にかかる会合に関係する飲食費は､社会通念上許される
して､1人5DOO円までを限度とするCなお､会合にかかるホテル等

叫等は別途､認める｡､

管



◆研修費

･､､､療納 車､:､､ ･…誉 諦 放き務を 妻≧∴.遷.……≧妻 ､三.､≡議- ､､

会場費

講師謝金 -実費弁償とするOただし､他の

研修会と合同で開催の場合は按分が必要o機材借上げ料

責料印刷費 /

交通費 b調査研究費の交通費と同じ

宿泊費 ･調査研究費の弓宵泊費と同じ

//…こ､雄 逐肇軽 業: ≡-綴 鉦 SS,i/…き 妻妾 … .誉霧鰍 .､､

会議における昼食､夜食 甘会議は昼夜寅の時間帯にかからないよう配慮して開催する｡昼夜食にかかる場合は､社会通念上許される範陶として､昼食弁当代は･1,500円､夜寅弁当代は3,000円を限度とするo∃

会 合 に関 係す る飲食 サ政孝芸調査活動にかi3ヽる芸合に関係する飲食費は､社会通念上許される範囲として､1人59000円までを限度とするOただL/､会合にかかる
ホテル等の室料等は別途､認めるo

会派会合に参加の 萱や原則実費弁償とするr}
ための賛帽弁償 bタウシ加の利用は､昌理的と判

断される場合に認めるO

会場費 中実費弁償とするoただしも他の会議と合同で開催の場合は按分が必機材借上げ料
要O

資料印刷費

鍔



㊨資料購Å費

建造俺苔1､ 藻 会派労 :､ 議員労 ､

票籍購入費 サ政務調査活動に必要なものは認めるo

廿新聞は原則1紙につき1部とするC切り抜きも保存用を含め3即諾
で認めるO

◆[-:ゝ･､維革

･..ヰヰ亘尋 ....+ -洗 蓋漣萄三条､※､ 笑 顔轟聖霊

名刺

也便同業態に妬 じて凄分する(.∫

極 世 捌筆書 せ所属議員を通じる会派の広報活動は､実費弁償とするL, ･政党活動､後援会テ議勤等他の活

L.～



㊨ 事 務 所 牽

0 事務所の要件

次のように事務机ヒしての要件を備えており､実際にそこが政務調査活動に健闘されていることO

〔宴席 務所として外形上の形態を有していることノ

②事務所としての機能(事務スペ-ス､応接スペース､事務用備品等)を有していることo

C31)連絡機能が整っていることく

(獲)賃貸の場合は､議員が契約者となっていることo

O 転記所解物及び生計を-にしている親族の所有物件の賃料ないし健闘料､分担金の支出に充
当することはでき.ませんo

圭i∴ 議員が法人の代表者r役員の脚 立にあり､テi7)法人から事務所を貨惜し､偽借料を支
払う場合には､骨の法人の会計処理にrm てヽ､当該賃借料が収入として適正な処理が行われ
ていることが感掌ですO

注 計を-にするjとは､感ずLも弼-の家屋に起居してにヽることを要件&するものでも姦Ljま
常に生活費｡学資患､医療費等を送金を〆ている場合にはJ生計を一にする路 脚として
われますO

､親族が問-の家屋に起居している場合には､明らかにお互いに独立した生活を営んで
認められる場合を除き､これらの親族は｢生計を-にする｣もめとして取り級われますO

国税庁 所得税基本通達2-47抜粋

･ミ､凍 寒殉教 窪::㌔ 藻 蓋瓶 誉三:～…‡ 喜Sf蔓ii喜;/蔓蓑 ;5;凋 - ､さ‡三､ミLMJJJALLLLLLLM

･事務所の建設費､賃借期間満了後退還される予定の保証三凱 資産価値
向上につながるような修繕費等は対象外とするQ

･当該事務所が他の満勤と併用で使用されている上覧合は､政務調査活動
の使用時間又は使用面積など使用実態に応 じて按分するOただ し､使用

実態で按分が掬難な場合はこ1/2を限度として充当できるものとす-+

∵蔓等憶料 くつノC･按分等により充当する場合､第億料 や光熱水 費 〃維持管理費は全て同

賢妻 率によるものとするO

童 ド…,17pqJ,J7:…≡;チ:亭~p'3,鮒 年生- 紹≡………iミ… 三三 .,i,≡ = l

】艇 fifi--3二- 脚 凋紬 軌 ♂〕馴 ∃鰍 ♪J ∃

維持管理費

駈牽湯買借料

洲 ')) I,Jiょ;L∃志 せ三 %,,乙 ; ,;忘 言 …誌 ;≡;Ioノ誌 n̂事仁∴ ｣

U乗客専用又は来客兼用の場合に限り認める｡

･事務所費の賃借料､光熱水筆､維持管理費を充当 している場合は､同
率で按分するものとするo

h事務所費の賞儲料､光熱水筆､維持管理費を充当していない場合は㌔
その使用案党別こ応 じて捜分する｡ただ し､使用実態で按分が困崇任な濃昌
は1//2を限度として充当できるものとする｡

-5I_亨



事
務
機
器
及
び
備
品

燃料代 (ガリ
リL/代等)

び環境整備に係るものは対象外とするo

･事務所費の賃借料､光熱水費も維持管理費を充当している場合は､同率で按分す
るものとするO

め事務所費の宗借料､光熱水費､維持管理責を充当していない場合は､その使用実
態に応じて按分する｡ただし､健闘実態で按分が困難な場合は1/2を限度として
充当できるものとするO

サ資産形成につながる高額な備品 (10万円以上)及び至買境整備にかかるものは対
象外とするLノただし､税務調査に直接必要と認められるパソコンについては充当で
きるものとするo

p事務所葉の賃借料､光努輿水華､維持管理華を充当している場合は､同率で按分す
るものとするO

や事務所費の賃借料､光熱水費､維持管理費を充当していない場合は､その使用実
態に応じて按分するOただし､摩周実態で按/分が困難な場合は1/2を限度として
充 当 で き る ものとするG

仇自動車のり-スにかかる経費は､政務調査活動に必
要な場合で資産の取得にあたらないものを対象とする
ことができる｡

《充当の考え方》

(iJ自動奉り-スを業とする者との契約であることO

(2)リ-ス期間の終了後又は途中で､当該リ-ス車両の
所有権が..有償､無償にかかわらず､議員側に移転-a
ることこされている場合は､政務調査費は充当できな
い｡

(3;任意保険矧 ま自己負担とするO

拷)自動車使用記録簿 (52へ-ジ書式参照)により走
行キE3数で按分することとするo (下の充当計算式参
町~､

ただし､使用実態での按分が封難な場合は､年閉
り-ス料の1/2を限度として充当できるものとす
る｡

(5㌧倣務調査費に充当できるのは､年間80万円を限度
とする｡

《充当計算式》

充当訴 (年間80万円限度)-年閉り-ス料×

(政務調盃に要した走行キロ数十至走行キrMl観)

調盃研究費の交通費の燃料代と同じ

対象外とするu

事托所費の貰借料､光熱水費､維持管理費を充当している揚言は､同率で按5
るものとする｡〉

･事務所費の藁借料､光熱水賛､維持管理費を充当していない場告に主も その便
態に応じて按分するOただし､僚確実態で按分が困難な場合は1/2を限度とし
充当できるものとするD

～㌔



◆人Eヰ昏

0 政務調査活動の補助業務のために雇用した職員の給料､手当､社会保険料qア)L,バイト
賃金に充当できるc

O 雇用実態が客観的に確認できる証拠書類 (雇指契約書､協定書 (覚書)∴原索徴収票な
ど税務署への嘩告慧類､社会保険 ･雇網保険の加入及び支払関係の雷雲凱 出勤簿､賞金
台帳等)を適切に整備することとするO

※鵜族の雇用については､特に県民の誤解を招くおそれがあるので､必ず雇用契約を締
結し､毎月の勤務実績を記録し､賃金の支払いについては本人の口座へ振込とする｡)

∴.i



詔砂 政務調姦策変相手続逐

(吊 会派の場爵

会派が政務調査費の交付を矧了ようとするときは､まずも会派を結成し､代表酋及

び政務調査費経理責任者を定め､その代表者は､会派結成届 (規程第1号様式)を議

長に鼠 ij(采例第5采第1墳)しなければなりませんO

※この届出は､議会運営上の会派とは甜こ提出L/なければなりませんo

なお､政務調査費経理責任者は､会派を構成する議員の中から選ぶ必要があります｡

また､交す日の方法は､口座振矧こより行います｡

議員が政務調査費の交付を受けようとするときは､特に届出が必要ではありませんO

(_:I(, 三三JrJJt_二軍勤や解約があ.:_)だ塀昌

会派に翼曇hfぴあっだときや会派が解散したとき､その代表者はも速や訓こ会派異動

宿 (規程第2号様式)㌔会派解散届 (規程第3号様式)を議長に提出 (条例第5菜第

2墳及び3頂)しなければなりませ/u

政務言筒盃費は､月額2万円に月の初日における各会派の所属議員数を乗じて得だ

種が交付されるので､用の途中に異動や解散があった場合でも､それらの事由がな

かったものとみなして算定されますO

※芸派に異動があったときとは､会派結成尾の内容に変更があったときのこどご､

会派の代表者や政務調査費経理責任者が交代､または会派の構成員に変更があ

ったときのことですC

p/



嫁肪蓋計帳簿等職瞭本署eJTj他職 書 類 殿 整 理 略 保管

Lこい 整理 ･保管義手完

E 会派の政務調査費経理責任者及び議員は､会計帳簿等その他の収支報告害の内容を

L (規程第7采)

※例 .収支報告雷提出期限が4月30E]の場合

翌日 (5月1[∃)か､ら5年を経過する4月30日まで

仁義;=jTRi姦

L~十二弓 言草7 ｢二王可 [幸一亘 ;~三亘~!] 仁下町

を望)整理 癖保管する証拠書類

会派の経理責任者及び喜義員において整理保管しておく証拠憲実尉乱 以下のとおりです｡】

務調査費にかかる会計帳簿は､必ず備え付け覆得ればなりませんo(規程7条)

･会言十帳簿の作成については､収支報告書作成の墨となるものですから､漏れの無い

ように記載してください｡

oE;3々 の収入､支出について､年月E3､異体的な支出内容､支出額を費目別に整理し

てください｡

止領収書番号は個々の領収書に番号をつけ､記載してくださいO

･経費を按分して支出している場合は､その他欄に按分率を記載してください｡

② 活動記録簿 (海外関は第10嘗様式 :42ペ-汐参照)

(県外用ぎ諾第11嘗様式 ニ4希代-汐参照)

活動記録簿は､政務言局査活動の内容を記録し公表することにより､透明性の向上を

摂ることを目的に作成するものですく,

記載する必要のある事例については下記のとおりですC

｡県矧こ関する調査研究のため､臥 雛 出張したときなどの際に､活動年月

E3､土罵所､活動巨的 -内容 争結果､それらに要した経費等を記載してください｡

闘闘



③ 各種契約書

事務所の賃貸借､事務所職員の雇用､放務調査の業務委託などで､契約を締結した

場合､その証拠書禁頁として契約書を保存してくださいo

け 碩l付書 弓削栄吉はV:)付け用紙 し梢提案-.12号様式 :46ベ-ジ参照)

ト 音二完,領這 三三二~= 孟 ㌫ 完 云 ~ーーー【【一m 一一W m m l

･収支報告害提出時には､領収書の写しを領収書はり矧 寸用紙に貼研寸口､会言十帳

簿に記載の領収書番弓を記載し提出してください0

月安分や-部充当の場合には､用紙の余白に按分率､充当額を記載してください0

⑤ 支払証明書 (規程第9葛様式 二線63ペ-汐参照)

｡社会慣習その他の事情により領収霊力領買得できない場昌は､支払証明書を作成し､

収支報告憲提出時に領収書 (写し)の代わりに提出していただくものです(｡

o領収書力喝文得できない場合とは､自動販売機で購入した切符代もパス運賃､高速

道路 (ETC)､言問査先などでの駐車場代､ガソリン等の燃料代 (明細書は保管の

こと)～u座自動引落としの経費 (光熱水撃等)などの場合です｡

⑥ 毎勤牽僚機記録簿 (52環-9gこ書式を例示)

例 言二二完 孟 宗這 孟 孟 +=完 這 孟 こ m去這 忘 フ三~l
を超えて充当する土易合に限り､自動車の健摺日時､調査先も調査員的､走行キロ数

を記録してください亡,

⑦ その他
r 仙】

･調査先で応対した相草の名刺､撮影した等箆､施設入場券等

｡捌 宴会開催又は参加､会議開催又は出席の場合は案内状､研修会 乍会議の概要や資

料等

や広報紙発行の場合は､サンプルとして広幸紬氏を用 β保存等

※ 政孝讃調査活動の記録となるものは､出来る限り保存してください｡

濃騒

__ー▼mJ



熟 慮支報告

(侶 収支報告書跡提出

(彰提出義務

｢ tIi森 高壷姦 義 福意義 転 義 哀左京 豪高遠王冠 壷嘉 一一遍 議 高瓦 議

び支出の収支細注書を､領収書及び議長が規程で定める関係証拠書類とともに､議長

に提出しなければなりません<,(莱例第10莱)

②提出等職時期 (期限)

フフ｡年度分

｢義 嘉二言転 た五 言モ二義 壷画 義 元 転 義毎 転 落 有云 海 頂 嘉あ森 lt ー】
以降の最初の平日)までに提出して下さい｡

※提出された書矧ま､事務局で奈良県情報公開条例に基づき不開示情報にマスキン

グを行ったあと閲覧に供され課すO

イ℡会派が消滅した場合

会派が消滅した用までの分を消滅した日の翌日から起算して30E〕以内 (休日の場

合は以降の最初の平日)に提出して下さい｡

※提出された吉葉対話､事務局で奈良県情報公開条例に墨つき不開示情報にマス

クを行ったあと閲覧に倶されますC 三コ

つ｡議員が任親満了㌔辞職､失職､除名､議会の解散により議員でなくなった場合

議員でなくなった臼の翌日から起算Lノて30日以内 (休E3の場合は以降の最初の平

E3)に提出して下さい′>

※提出された書矧ま､事務局で奈良県情報公開実例に基づき不開示情報にマスキン

グを行ったあと閲覧に供されます｡

い :



③提出嚢鞠

禽収受維誓書

｢

し

☆会派の収支報告書 : 規程第7号様式 (32′､､-ジ参照)

歯議員の収支報告善 い 規程第8号様式 (36ペ--ジ参照)

☆会計帳簿 T事務局で収支報告薫等と窯合の後､お返しし読すG(48ページ参照)

禽領脳Z書 (写し):規程第12号様式にはり付け (46ぺ-ジ参照)

☆支払証明書 規程第9号様式 (4Oペ-ジ参照)

索ぎ議勤記録簿 こ海外調査活動記録簿-〟-規程第10号様式 (42ペ--ジ参照)

県外調査活動記録簿 ヰ規程第11警様式 (44八十 ジ参照〕

☆由勧牽使用記録簿 事務局で収支報告雷等と突昌の後､お返ししますn(52八-三ノ卵 割

※原本は､5年矧采存する義務があります{⊃

ア滋定法鷹墾転職豪願鰻≡空組 登療鞭 殴消弧 護

婁務弧 鰍 遼ツタを短胤 ､

イヤ領収富等提出蓄葉鄭こマスキングする非開示情輔は次のとおりですC

(例)

頑 垂 裏表 直垂 頑

ae支払の絹草書が個Aの場合 (事業を営aL言個Aの当該情矧謀除く)

付支払柏手T3の氏名も振込党の金融機関名､口座番蟹も領収書の印影も

住所､電歪苗番撃 など

b中議員個人の情報

甲金融機関名､u座番登､非公開の電話番号 (携帯電話等) など

禽区養蚕塾 頭

aか支払の相手箔が法人の場合 (事業夜営を潤人の当該情報を含む)

可徴収害の従業員氏名 功印影 など



(盟)残余額の返還

(事返還義務
0 会派又は議員は､交付を受けた政務調査費の総害的＼ら支出の総額を控除して残宗

がある場合は､残余の客員について返還しなければなりません｡(条例第12条)

○ 護だ､収支報告書を訂正した場合､その結果､新たな残余額が生じた場合も返還

が必要となりますこ,

○ 納入通知書により､納付期限内に返還L/ていただくことになりますL, 】

※毎年度の収支報告 (4月30E〕提出期限)の場合は､5月末となりますC,

C) 収支報告書の訂正による返還の場合は､納入通知書発行E3から20日以内が納付

期限となります(｡

(3~1訂正

議長に主提出した収支報告書等は､訂正することができます(J

O訂正方法

ア｡訂正届

L嘉 壷訂 福海 富商 盃 】〟"57 示Ifsig)M豪壷嘉L/7fi LY wⅣMWNNM仙~仙叫~ j

イモ収支報告書等の訂正

a,訂正前の内容も分かるようにする必要があります｡

bゥ訂正､追加又は削除する字数を欄外に記載するか､訂正の等をする文字の前後に

括弧を付してその範囲を明ら創こするものとします｡

Cら余白に訂正年月日及び訂正者の氏名を記載して下さい｡

☆訂正した豊壌 叢迂童塊 をして下さいO

※2回以上の訂正を行う場合は､※～(A)～(B)など､訂正箇所と訂正時期が分かる

巨 ようにそれぞれの訂正短所及び訂正年月目の前に記号を相子て下さい｡

1号ミ′



転移検査等

(招 議最 蔚調査

根 拠 業例第 11薫 (議長の調査)

調査対象者 ー政務告侍盃費の交付を受けた会派及び議員

調査対象資料 ｡収支報告時の提出書類及び会派又は議員保管の関係書類

(芝3検査 等職実施汚 法

議長が行う調査は､必要に応じていつでも調査できるものです力㌔ まず､

-- 次 的 な チrックとして､収支報告害が提出された際､警務局は会計帳簿と

議会事務局ぎこよる書類確認

0 臆認作業の対象は全会派及び全議員から提出された全ての書類とし､原則として

書面上の確認を行いますo

L確認の字/q点j

･提出すべき書類がもれなく提出モ写れているかを確認しますo

B遅出書類の記載内容について､計算誤りや記載ミスなどがないかを確認しますC

-充当(瑞要撃の適否を確認します(,

しノ_･1~卜椙読

正党務喜得意費の適正な運確を雑するため､各宗派及び議員からの随時の相談に応lじる

ための体制を整えています｡

○相談舘去

II)宗派投び議員が使途基準等について相談夜行jう場合は､事務局庶務課に申し出て
下さい(

(?b判 断が困難なJ7-スについてはも各派連絡会で協議することとします⊂♪



廿閲覧

6招 来留桑

(2)証拠露難等

領収…l若に音畑守口用紙 し写し)

二･,_i:ミ･-

閲覧iふ 如才頒月間行 うこと/Jl｢こ警 護す〔〕倭例第13菜､克郎宴第9課)

そうuE弓を経過 したぎ∃の翌巨ヨ1jVj

l鏑牧ほi '当該販売報告案等の提出期限 (欝 亭度cFう4E330矧の妥翌ヒ溝叫

･; 買 p :. .

刑 rL閏 祁 f矧 摂れ ノrJrN等､午後 →隊＼ノ年後5時

雄鷹表音禁摂県〔プj体 Ejを荘め る条例義1菜第1頂に山r-a:"好､悉E一段び莞段県議会事務

･.一 ､･㌔.ど!1 .･. .し ､㌻.･.L:

日用 (盈 痛 の 携 昌 ) ','僧 齢 雌 pア g c (無 県議諾憶鵬 去ぎ
?樵 ( lV - ㌦ タ に こ きき ､

開 巻 ぞ 37,鞭 扱 要 綱 頚 2,3 (Jl〕 -t 仁 j )

/ a

£ 宇 摩



援⑳税務｣二頂取扱齢

(吊 所得税法との取扱m

会派は ｢人格なき社軌 ですが了 人格な貌 軌 ｡苅する所得綱 に｡いては､原⊇

則非課税であり｡勺収益事業を行う範囲において課税されるものであります｡､会派は収

益事業を行っていないので課税されませんO

②議員

議員個人に交付される政務言問盃華は､その全額が議員としての公的調査研究活動に

必要な賛職を賄うために使用される仕組みとなっていますO

したがって政務調査費が雑所得の収入金額に該当するとしても､ここから調査研究

のために支出した準用を控を環L/た収支差額に?いては㌔剰余が生ずることはあり得ま

せん (使用残矧 こついては､返還する義務があるため)Cその結果､課税所得は発生し

ないこととなりますe

r全国議長会 (自治省行政課と国税庁との協議結果)j

※-薫で､税務署は税務調査権を昏しており､税務調盃があ った場合には､適切に対応

するためにも､会計帳簿や支出に関する証拠書類を適正に整理保存しておく必要があ

ります(

諾 意



へ′第2等 その他参考責料,-

1｡様式及び記載例

2阜関係法令



第 1弓様 式 (第 2条関係 j

奈 良 県議 会法 良

殿

年 月

会 派 結 成 届

奈良 県 政 務調 査 費の父 イjに関 する条例 第5条 第 1項 の 規定 により､

f､記U)とおり届 け uほ +｡

記

3 芸を派 (,7)名 称

'3 代表 若 し7日も Jf]

3 枚 務 調査費経理責作 者 のlt字3

蓬 所 属 議 員数

5 f7fI属 し/)議員 氏 キ 別 紙 名 簿 のとおり

二三二



(記載例)
第 i号様 式 (第 2条 関係)

r ー~~

奈良県議 会義 民

(10 00 殿

会 派 名 OOC)｢)○党
代 表 を 00○U ㊥

会 派 結 成 届

奈 良 県政 務 調 査 費(])交 付 に関する条例第5粂第 1項の頬 走により､

下記 の とお り届 け出 ます｡

記
1 会 派の名称

On(J()0党
2 代 表 軒の氏 名

LH う (∩

3 政務 調 査 費経 理 酎 ‡者cj)氏 名

〔)000
4 所 属 rJ義員 数

0 0 人

5 所 属 U)議 員氏 名 別 紙 名簿U)とお り



号音も <i i,言 様 JLこ(筏'h)J 条関係 )

奈 良 県議 会,稔箆

会 派 簸 動 屈

奈 主ミ県 政 務 調 査 費 o)交付 トFをr弓卜る 条例 第 .5条 第 2TIWjfj∋′iyにより､

1記tj)とお り届け出 吏う

記

1 勘 幼年jH l

I) hil融 内ノ終

r宣 ▼…肌叫 7;〟丁 ~【~~W肌仙叫盲

会 派 ())名 称

代 衣 告 し7)氏 宕一

政 務調 賢妻㌢約

l3F,耗減 員敗

芸…,｢慧E'j漂 妄誉 桝 i('' 略 かp乾才は 孝′'

.∩.i呈



(記載例)
第2号様 式 (第2条関係 )

平成(_〕〔〕串 C)(二)月UO 日

奈 良 県譲会議長

(つぐ⊃ ｢〕⊂)殿

会派名 (⊃U〔⊃⊂)〔:〕党

代表 者 〔〕CJ 00 ㊥

会 派 粗 動 届

奈 良 県政 務調 査費の交付 に関する条例第5条第 2境の規斜 こより､

F記 のとお り届け出吏す{l

記

i 毘勤年 月u 平成 (二)(〇年00 月〔)〔)H

2 異 動 内 容

q･-_ 夕



第 i主旨を様式 (第2条関係 )

｢ 州 仙 一一

奈 良 県議 会議長

:■

従 Ji R

会 派 解 散 届

奈 ji-児政務調を費の 交付に関する条例擁5祭第 3唄 (7)瑛 '/t に とり､

rl llU)LLお り磁日出 E T

記

i 解 散 Ⅰたた派 LT'名称

2 解散 した 牢 jHl

jJバ



(記 載例)

平一成 0 日 年 O O JH ⊃ CJ U

第 3 号 様 式 (第 2 条 関 係 )

奈 良 県 議 会 議 長

〔〕(〕 0 0 殿

会派,名 目 し二)(二)(3 0 党

代表者 0 0 0 〔⊃ ⑳

派 解 散 届

奈 良 県政 務 調 査 費o)交付 に関 {3-る条例 第 5条第 3羊如 )規 定 に より､

Tr記 のとおり届 け出ますr)

記

i 解 散 Lた会派 の 名称

2 解 散 した年 月 日

(A)()｢)(〕O覚

平成 (,〇 年 Un 月〔つぐJF】



第 5 馴蛋弐(第4鋸 葉ヨ係 )

奈 良 県 軸 罫

殿

会派名
代表者

/LH窪敗績調 査費詣求 資

奈良県政務調 査費の 交付に関 〔卜る条例第8条第 1指 の 規 定 にじり､

T L7JmとfLぅり政務 調査 費を請求いたL若す

宥己

L 金 円

た/L t ､ 旬 月 分 - 年 月分 (所 犠 議 員 数 も)

2 所属議 員 氏 字】

別拓＼字,簿 LJ)i_お り

i:_き辛



(記載例)
第 5号様 式 (第-基条関係)

年 月

奈 良 県 知 事

〔⊃(1 0 (∩) 殿

会派名 /Lr二)しっ(I)()(つ党

代 表者 (二)○ ○○ ㊥

平成 〇〇年度政 務調査 費請 求 告

奈 良県政務 調 査費 の 交付 に関す る条例 第 8条第 1項 U)規 定 に より､

下記♂)とお り政 務調 査 費を請 求 い たし 妾す

記

1 魚 5∠量0,0(川 円

ただし､ ぐ⊃0年 L呈月 分-し)〔)牢 6i]分 (所 院議 員数 ミ)名 )

2 所属議 員 氏 名

別添名簿U)(し才〕り

./ Q



第6射 宗式 (第4条間1,m

叫

殿

帆L

]

帆貞｢

ド

氏 名

年 月 日

年度政 務調 査費請求 書

奈良 県政泰鋸調査費U)交付 に問うる条例第8葦第i頃の城定に Lり､

紀

1 分 F工j

たたし､ '年 月 分 - 年 月分

,.汗を



(託戟 例 )
第6弓様 式 (第 i条 関係 )

年 月 日

奈 良 県 知 事

UC) 0⊂)殿

氏名 ()〔JC)U㊥

平成00年度政務調査費詣求書

奈 良 県政 務調 査費の 交付 に関する条例 第8条第 1項 U)規定 により､

下記のとお り政務 網 鮭 費 を 詣 机 ､たL妾‥すr,

記

主 食 840ブ00(汗[]

ただし､ 〔:)(コ句 4月分 - (J⊂〕年 6月分

議 息



第7馴 京王〔し第6条関係)

奈 民 県r蕊会 議 長

殿

年 j~j

勺度政務調 査費に係 る収 支報告薯 に つ い て

奈 削 ぎFも政 務 調 査費の 射 ､Hrl関 ノーS範例第 iO簸第 主項(第2鴨 )U)

規定に基-〕き ､別 紙 tjけ vJ-､り 与り笈政 務調 査 費 収 緑 綬今季j一針 をI提出

しに1

∴工



(記載 例)

平成OU勺Un月UU El

会 派 名 000○○ 党

代 表 者 C)(I) UCj ㊥

第7賢さ様 式 (第6策関係 )

奈 民 県 議 会議 長

しこfCJ r)LJ 殿

平成 ⊂)〇 年 度政 務 調 査費に係る収 支報告 害について

奈 良 県政 務 調 盃資 の 交 付 に関 す る条例 筒 日)条第 1項 (第 2項 )の

規定に 法つ き､別紙 のとおり平成し〕0年 度政 務調 露費収 支報告 雷 を 横

出し去 卜

･･;∴,-



別紙

年 度 政務 調 査 費収 支報告 告

会派 f]

j 収 入

lTJ>r務調 査費 叩

2 支 出

∃ 書

I: ;汁 -ヱ ユ 空

(単位 円､)

雁

▲ ∴



(記載例)

別 紙

臣5人会派 の 場 合畳

00年度政務調査費収支報 告書

会派 名 0 0 0 ⊂)

l 収 入

政務 調 査費 …五｣廷建⊥_0"旦∈し円

2 支 出

(単位 円)

項 巨∃

調 変研究費

研 修 費

三; 読 替

瞥料作成 昏

誇料購入 費

事 務 所 費

繁 務 資

人 件 替

支 出 額 備 考

552,54() 県外調査活動旅費等

95,(:)00 研修会開催費等

101,00() 会銘 開催経費等

88,8()() 要望 案印刷 代等

浸42,2(.)0 新聞､書籍購入費等

12更も,〔HjO 会派広報紙印刷 費等

0

15こう,払45 事務 用品資
電話代等電話代等

).L■∴:∴ 岳ト1.Tl

∴ ～

m Mー仙 M｣ L__円 や 残 余 がある場 合は返還 となり 巨す
返 還 手続きは別 途お 知らせ しまr=/j

任 備 考欄 には､至-たる 支出(7)内訳を記戟する

∴



第 8を招 策JU 等=)糾 裂き係 )

奈 艮 県 議 会読 艮

綬

氏 名

年 度 政 務 調査'告に係 る収 支報墓 告に-)いて

}/LLJL､川包括調査 薬 の 交 1日 関-̀ブる条例 第 川 染笥川 ∃(第し川 り の

規 力 に 法 り して､別 紙 Lf)とお n 年 度 政 務 調 家督収 支縄ffl子吉,:i-挺出

t E-3卜

~･-i､



(託戟例)
第ti弓様 式 (第6条 関係 )

平 成○(〇年00月〇〇 日

氏名 ⊂〕日 ｢〕0 ㊥

震良ぢ,‡議会試技

0日 lJO 殿

平成 ○○句度 政 務調 査費に係 る収 支報 tr15害 について

奈 艮 県政務 調 査費(7)交ィ､=こ関する条例第 川 条第 1項 (第tj項 )0)

棚定 に超 つき､別 紙 の とお り平成(J〔〕年 度政務 調 査費収 支 報う十1番 を

提 出しをす｡

讃～首



年 度 政 務調 査費収 支 報 告 告

氏 名

l 収 入

政 務 調 査 費 円

三三 乙 LLfJl

1L:.:

瀬∈査 研究費
研 修 費

ム 蔽 '琵琶

‡ノ㌻料 作 城 野

複 料媒 入 費

/､ 綿 替

T葦う わS PFr費

･ ･- :･

人 jFl 費

(毅位 ･門)

備 考

lf 備 考欄 には､享j-7日にufLU)内 r,)u" [三枚137〕 ぅ

:/護緩



(記載例)
別 紙

00年度政 務調 査費収 支報 告書
氏 辛 , 0000

1 収 入

政 務 弼査費 M且｣岨 _000 円

2 支 出

仙 叫 …jL M ←-残余がある場 糾 一丈返還となります
返還 手続 きは別途お知らせし吏す

i _ _ ____㌔_ _ ___

注 備 考欄 には ､圭一たる支 lijWj内訳 を 記 毅 す る rJ

3 9



祈 りを引去Jも 摘ま(う条閏係 )

希 ‡壬⊇支払年Fjli 使途放び内容

一 mM ~ i

会派 .,売主も孤 rFJ

計 __¶｣ m一一 i

!記JJL才汁〕相違ない ここを誰岬し吏㌻〕

if jJ Li

ff: 継ぎをcJ)-部 を政私 消打殺からをEr目した域介には､備 考欄に 支払総纏及び按分割

付を.緋 机 ノて ください

/ ,



卜記のとお り朝違ない ことを誌l野江ノます｡

罷好00年C)Of書OC)日

会派&議を蓬拓 C)0 0 0 印

tを 経費 cT) -邦を政務渦 夜宴哲か ら支出した場命には､備考欄に 支払総綾放び按 分割 合を記萩し

てください｡

,/& i



第iり翔 叢式 (莱 ()条関係)

か
赴TJ

]/こ̀ な 7)
‥.-

:
:_:L

帆

∴

T｡:

.

‥
-

.

､

l

内'{ナ､総領弓等

譲は王妃 で の

応:丈lj斉をIE)は己

1一る こと､

拭軌 に 砦1した

雑 費

一m ……ー】イ¶仙 W~ー¶ m"m｢海外調査活動記録簿

会派 ｡議藍緒

･･ ･し
｢.T

...W.+

利用父 遜 機 終当

tt liへJ結､紺 柊等｣胤 こ )いて､,5己戟脚が IL三りない33,ソh'Ht､別途純/rlて軍至判 L/T_耐 J L で て′fニ {: い (

.喜∵



料 (,服 式 (第そ一条関係) (記載例)

海外調査活動記録簿

会派&議i緒

咋Jlu

iL.._;1. J̀t

湘宕己のu約

海外に赴 かなけ
ればなら なか )
■･.i'日3

klj許を明記す

ること

L

に腰した

･F･･

平成()(j午r))葺OE卜 ⊂川 (つOE7

汁-ス トラ137()rノ(州､l､{＼△施設､()､､大 If H′二)ファーーム等､

u本 と同じ良港大経】であるオ -ス トうりアにおける高齢 潔サ-1':ス制度

介護制度及び介護施諮と等U)調夜､また､農 業先進†号けり施策及び施設を調

H本l削勺に参考 準例がないC

(/〕(JH､UCノ州_I_1､/㌔施.,貸訪問､⑳⑳氏より施設概紫の説明を受けるc

EF'==!､ 同 州 A /へ宅｢,那,l皇3､∠､△氏より′ト音rTtの状況を聞き取る｡

(~1rjH､A/U､州 (二)(::))､半､⑳⑳教授よV)介護制度について説明 を 受けるI,

ぎllJ=i 同 州 同 州政府⑳⑳氏より介護制度成 立 cj)経緯を聞 き取るO

〔)OEl､××州(ノ07 ァ一一ム､∠＼△氏より顔紫経常U)実態と/ijiを状況を問l
き 取 る c

F馴L XX州利水施設R字､CJO氏より当該施く三笠概賢の説明を受けるO

≡ ※.鴻餐結果は､別紙のとお り (たiFf来るだり詳細に記入してください

また､綱夜光での写経等も添付するようにしてください｡)

と/ujい う呂 賢 買讐 慧泥

ドfHl r)(二川1J二＼ゝ//＼施設訪問､L̂_Jへゝ宅訪FllL,ヨ
(､りすLl()H I,1､9､州へ移動､途中XX州 市内視察
rl月ULJFi ∠ヽ一△州〔JU 大Iしき,'･訪問､州政府訪問
(う月しっnH xX州へ移勤

し)fブrjHFf A')こ州Cj17ァ､--ム訪問､糾水施設見IiJ>

JjLー1lI)∩ BEHJtjノアu¥琵凄i

利用交通機関 巨 利矧東関 l余触
｢M m……仙-

泊= ｢内容､結果乳 欄について､記翻 細 り注りない域ノ糾 之､別途縦 主機 料を添付してください｡

喜∵



第 11㌢新島式 (第(,祭関係)

｢

ij- jう H F

県外調査活動記録簿

仝/fr議藍緒

fj 先 川畑交通機関

t,TE軸 に 柴 した

兼学 要言号

r

考

".

備

M
M

書

卜

妻

---
･

-

∩ rH的 Fl､1'(盲 純 鮮 i'J3胤 ーフい こ 1'級油ffjlさむけれ 媚 糾 L､別途純子inr料 ,31添付L lI 二だ ≡

)＼

ん浸 食



'XH lをう様式 (節()条関係)

日的､内/i毎:､

(記載例)

県外調査活動記録簿

一再甜0(:)卒8月75 (i) - 8 月 2 5 (メ)

会派o議員名 0 0 0

成票等rフt)TD麓屠鮒

ド ニ L
托 ｢〔細勺､内ノ軌 結果等｣欄について＼ 記載欄がJjIflりない場合は 別途溺;モ】資料を添付 してくだ

さい､

媛 5



第 1三̀をi様 【t:(範fl射唱係)

rm¶mmw~m…NM~ー 一山

はりイ＼jけ欄

粥姦研苧uL費 ｡研修貸費-会議費 若等料作成費 葺雑 も絹入資

Jム雑費 事務所党 事務衆 人丁年脅

領収欝はり付け用紙

会派 議員名

,i 3 1へ -ノに枚数C,儲収.糾 〝,Lをはり佃 〕ること′〕1でし篭までき ただL r葦毛 か ら /な

い ようにはりイLHてください

J 使操l馴壬こ とにや乍成 しし､た -い

l憲鰐



く記載例)

,機 密 研 'jLg費･研修襲蟹･会議費 d資料作成費 サ資料購入費

若 妻 巨 頭 や寧掛 軒資 ･事務費 ･人件費

策<iがを様式 (第(主条関係)

領収書はり付け用紙

fJrl三充 当 ｡按分U)域で汁主､,'ftEL‡に接分率､政拐潮夜祭文吉日額等を記載)

領 収 i_妄善 臣]
○○ ⊂)tコ 様

脊52｡5()0葛jJ

ただ し､切 手代 &はがき代 と して

平成〇〇年0 月(二封モ

灘便 事業株式会社(I)｢二〕支店

領 収 書

〔二)〔二l〔二In 様
¥-/まtq,ぅ3(日)円

ただ し､○〔二jOだよ りl二閥 昭電

平成Cj(二)年ぐ二)j3(:㌔Lf
株式会社 (⊃｢二凋欄5

粛#i@K2 5

⊂ 空 警 ヨ 薩Yu=)画 編云頂 t"jJ前頭 呑宕 首 藤 蕗 前 干 ｢ぎ言rT

竺 空 竺 空 ‡コ

咋 1 1へ--ジに複数枚U)徴収賓の写しをはり付を1ることができます,Jただし､蚤な

Jjにはかり､JHてください｡

2 使途項長に十とに作成してください

工



科 し-1号繕式 ′第 7条関係＼

1- ilrn ト;

1 ,人7J,汚～モー額

会 計 帳 簿

≦書1-------.1----I-J



ハ000′どよがJJ御厨慶

〇才7轟oC:願曹欝

〔70厳粛静麻棚
威脚潜孝職 者膨7象jfh'rイi17番ガ) ∈

0425㌢00cm̂屠

-上,
r,I ;忘 oo観 劇腰

1書籍の場合は､番籍名も記入して下さい｣_____ ___

川東フ､-三㍍1 2941Cl♂ー∴-∴､.1 JJl.(J.J/

胤 この腰腰併ば-頗｢でダニ

≡i 巨 i i i 【iF +
r∫ ∃ 喜 】 1】 745,280∃∃ 日日-守

領収書番号･:領収書貼付鞘鶴に記載した番号と同 じ)を記



年 月

訂 正 届

奈良県議会議長 較

会派 議 員Fl 印

/'JlliJ,i.㌔政務調gt資の交ィ､lに問や ,J条例第 日 )条第 川 の規従により 年 月 日

付 け rjl川ミした ｢ 句腔政 孝毎綱 要㌻創 文を報;'吉｣8 -)いて. ト記U)lJ,Vj,,川 し

吏㌻ 〔

}

L ‖jEfil紺‡

リ
J 訂 E盲割 きH いずれ いり,,Ll桝 rtrJ亨伸 ㌢一 六 ㌔LL)

収 監軸 'lfH 書芸 (ri n ilあ を) t) 訂 jlな L )

､ .u Tt 紋 所

7 1 収入 ｢ よ す7出 ウ 3 収 を諾榊 工 と 残 余 の 苓171

オ その他U)笛jlTr(

(2) 孫付甜拠l宕…無Ⅰ(Ft .1川,あいj h 引 H,なし)

J' 正則jf熟/)7JL (徴収 漂古くよりljけ1日紙)

･ ∴∴‥‖Hi..

･'7 軸 外r綱釦 .fJ軌 記儀を鵜 三一一寺外 拘鮎 も動記垂声摘

i 残余触iついて (いうJl肌′E-を し棚 方イjけ JJ糊料 と納 王事〟】川 し こ′ tゝl)

･フ ‖ruL])紙幣'圭した新たiL残射 (1､ fr壱rwあ り､J!さ還す る｡

( 残余 rこし

_ー_ 一一一_ J

u l 収 支紀'2㌢讃は ぎコを､'摘 †リE/i ,5川 した J),-rL 抑 ぎjし､糾 】にLjJ3トキHjH及びF,川

削 ヒ 宰pむ ,Ll概 して くたまい

2 添ftはl拠苦楽削こついレ(は 該 ､]脳 柵 をL,JltLた うえ､州 fjL /条Etlに.=川 三jj

u枚こn‖TIT削 毛 糸 を 記載 し 1L(､だ さいOただ し､そし7)触 /欄 激那 ) (集計那 ナ､与

)0).,川 筒所は､押印を馴 告(｢るこi二が T;きます｡

∴(i



(記載例)
節 if)榊 慕l-℃(第 8条関係)

平成 〔フLブ :1C)LJ)二jCl(つい

訂 正 届

奈良県議会護良 様

会派 D議員名 00 00 印

奈 良 県 政 務 lmij岩J食 費 Uj交 付 に関 す る 条 例 Lq,i()条 耗 f唄 uj規 定 に よ り

欄 00 年 O fjE00 r川 けで掠臼ル た ｢･質感 00 年度政務調査熱 投支紬iir

について､ ド記のとお りt汀iLLます.1

記

1 ㍍li:_i_E室川7

.7=LAP腰[:7'=金雛 tJ'序ざ/ニ夢JJ′,Pf一方･5こLl_i,tr材J野∠./fL-,T1-ごり｡

:j 汀ii,暮雲禁t呈 (い｢デかiかの抑 3に｢:卿 を付けて く/J:さいO)

(i'<…芋l…芸,芸… (69 汀脚 b m fLL' )

ア 1 収入

オ ーその他o)筒厨 2 紬 ◎3 収支調 ◎ 日 脚 締)

Ei貌 言"刺

(2) 締 付 ,諾拠 E蓬蓬松 等 のE,し

ア 徴収,-呈喜〔命別荘劉 まりィ､j

0支払支払証明斧Fj軸外銅凝(,柑J記銀縛 クーミ外翻斜 ,ち劾 記録 簿

h lHJfなし )

?' 残余客削ニついて (i Lrれかの記と日 日印 だ付もl アV)場糾 ‡泰第g7,i-iづi潤 してく1-でゝil)

嘩
汀寸pの宗浩駁jfこじた新たな残射 ま､ー_I_度し一旦旦旦wnであり､返還するO

残余な し

がん 1 収支槻'tFT-1馴ま､該当随所を汀Il~したJ)えで柵 寸lL､余ぎ11に垂汀1硝 Fju及び打は三者氏

字,杏,rLミ救してください｡

2 添付 証拠蒼根については､該､J'T筒所を汀jl:したうえ､抑三rlL､余白にぎ…ji~L年)=｣及

び旨jif二者氏名を記載してくださいOただし､その関連部分 (範 iiT-部分等)C,lj汀JE琵l所

は､押印を智略することができます｡

去義息



く参考書式)

自動車使用記録簿(平成 年 月分)

◆,q当れ T)rj融車の畢言†7.i;:行キ【コ観 ( )

使用弱 l 調査先 調査問的 政讐 葦 欝 課 し

妻

邑 亀

i

ー 葛 篭

i 邑 皇 呈

】

毒

≡

毒

さ至

i E

至; 隻

i

i

妻 邑

妻 f E

i i

冒

萱 i i

㊨月末の自動車の累計走行卑m数∈ )

月食走行距離数 冬m(肉政務調査欄務聯卑E3敷 革弼

∴∴.≡



(記載例)

自動車使用記録簿(平成●●年 ●月分)

㊨月当初の転勤寮鈎累計走行冬E3数 頂5ぎ3伝習

使用 日 調音克 調査 日的 政務調査活動に要した走行キロ数

3E3奈良市⑳⑳軒､△△野r 会合において-也- 民に県政調査蒜 司 24

7車 良市xX町 00行政の取り組み状況調査 15

8日 大和郡山市⑳⑳町 OC)地区住民と○○行政について意見交換会 ー8

9E3奈良市△△軒 00道路建設現場実地調査 10

11E3橿原市⑳⑳町､天理市⑳⑳町 ○○行政の取り組み状況調査､意見聴取 65

1寸H 十的や●● △△研修会に参加g 19

･5串 - △△町 00施設の概要調査及び意見交換会 55

16日 奈良市 xx町～△△町 00の議会活動報告会 35

･8日 巨 か - - 23

2可 W b 70

二i白 ー4

24日 28

25R L d- - 47

26轟 - - 56
≡

29日 巨 - 推 43

30日 68

∃ 匡 i

㊥月末の自動車の累計走行キm数 増感還56

00屑全走行距離数 経路9キ㌫偶 政務調査網務将キE3数 6閥 卑 m

重義;'j;



地方自治法 (抄)く第100条第 13碩 ･第14項>

第100条

13 菖通地方公共団体は､莱例の定めるところにより､その議芸の議員の調査研究

に資するため必要な経費の-部として､その議会における会派又は議員に対し､政

汚調査費を交付することができるOこの場合において､当該政務調査費の交付の対

象､矩及び交付の方法は､条例で定めなければならない,,

14 前:頃の改革芸言様盃費の交付を受けた会派5Zは議員は､条例の定めるところにより､

当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとするO

:):i



奈綴県政務 調 査 費の変相に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は､地ノ別′盲治法 摘緒言22年法律第6rl7汚)第 H日)条第13墳及び

第 14項の規定に基づき､奈良県議会議員の調査研究に資するため必要な経費の ･部

として､議会における会派及び議真冬に対 し,政務調査費を交ィ､jすることに関 し必要な

事項を定めるものとする｡

(政務調査費の交付対象)

第2条 政務調査費は､奈良児議会の会派 (所属議員が 1人の場合を含むO以 下 ｢会派

j という(,)及び議長蓬の職にある糾 ニJWL交す､1するO

(会派に係る政務調査費)

第3条 会派に係る政務調査費は､月額 芝野円に当該会派の所属議長蓬の数を煎じて得た

額を会派に対 し交付する｡

2 前項の所)Z萄議員の数は､J音の初日における各会派の所ir-駕議員数によるr,

:う jIfの初 日以列の[=ニおいて議員の任期満 r､辞職､失職､死亡若 しくは除名､議員

の所属会派か らの脱会告Lしくは除名二削ま議会の解散があった場合におけるこれ らの事

EHが/i:じた ぎ号の属する月に係る敗残調宕去費の交付に-_)いては､これ らの事Ffiが/幸三じな

かった ものとみなす ｡ ･の会派が他の会派と合併 し､又は会派が解散 した場合 も､Eif*]

様とする(㌔

な い<

(議員に係る政務調食費)

顎等一冬条 議員に係る政務g弼食費は､I3額28粛円を月のi]jnに在職する議員に夫tfL交付

する 9

2 jTW)初 卜=Il外の｢吊こおいて議妄冬の任期満 1P､辞職､捌 窺､死LyM:若 しくは除名 丈は議

会の解 散があった場糾 こおけるこれ らの事は才がノ妾:_じたuの)義するjWj政務調夜祭の交

付については､これ らの事巨妻子が/をミじなか--)た草)のとみなす′,

(会派のi親tり

第5条 議長摘ミ会派を結成 し､会派に係る政務調査費U)交付を受けようとするときは､

:~rf:･-



代表者及び政務調食費経f攣責任者を定め-その代表都ま/I州に定める様式により会派

結成jEt3を議良に投と侶/なければならない-J

2 前項の規定により提揖した会派結成属の内容に異動が生じたときは､その代表者は､

別に定める様式により会派異動届を議長に提出しなければならない,_

3 会派を解散したときは､その代表者は､別に定める様式により会派解散届を議長に

提ILiiん なければならない｡

(会派等の通知)

第6粂 議長は､前条第1項の規rd::により会派結成届のあった会派及び政務調査費の交

付を受ける議員について､毎年度41j10Eコまでに､別に定める様式により知事に通

知しなければならないC

2 議長は､41j2H以後年度の末日までの間において､会派結成届､会派異動届若し

くは会派解散届が提出されたとき､又は議員の異動が生じたときは､別に定める様式

により速やかに知事に通知しなければならない｡

(政務調食費の交付決定)

第7条 fm事は､前条各項の規定による通知に係る会派及び議員について､政務調査費

の交付の決定を行い､会派の代表首及び議員に通知しなければならないO

(政務調蜜費の請求等)

第 8条 会派の代表者及び議員は､前条の規定による通知を受けた後､矧Iq半期の最初

の月の 15Lほ でに､別に定める様式により当該四半期に属する月数分の政務調査費

を請求するものとする｡ただし､ --の臣桐生期の最初の月叉はその翌月に議員の任期が

満Tする場合には､任期溝iruが械する月までの月数分の政務調教費を請求するもの

とするC

2 知事は､前項の請求があったときは､速やかに政務調査費を交村するものど㌻る0

3 -の肝 門明の最初の月の初日後最後の月の未卜ほ での間 (以 ド ｢四半期の途中｣と

いうO)において､簡たに会派が結成されたとき､又は 一般選挙若しくは補欠選挙に

より議員が当選したとき (繰 !補充,史は古妻享選挙による場合を含む｡)は､会派結成鳩

が綻Hミされた11又は任期開始の日の属するJjの,削亨(そのHが)lの初uである場合に

あっては､当月)分以降の政務調奈費を当該会派又は当該当選議員にヌtjL､交付する0

4 一の四半期の途F机こおいて､会派の所属議を蓬数に異動が生じたときは､兜勤が/とじ

たいの揺するi号の繋iiJ(その至言が,EW)初Hである場合にあっTは､当月)の末 Hまで

∴ 13



に､､上'1該 会 派 に既に交付した政務護Jlq貸費の額が艶動後の所犠議妄蓬数に接づいて算定し

た政務調食費の額を 卜Irr号るときは知事は当該下し｡盲る額を追加しT当該会派に対しその

請求により交付し､当該会派に既に交付した政務調査費の額が異動後の所属議員数に

妓づいて算定 した校務調査費の験を 輔-1るときは当該会派の代表勘 ま当該畑TJる額を

返還しなければならない｡

5 会派の代表者は､ -の四半期の途中において､当該会派が消滅したときは､当該消

滅 したFlの属する月の当りぎ(その日が月U)初uである場合にあっては､当月)分以降

の政務調査費を速やかに返還しなければな己ニ)ない0

議妄蓬でなくな-)たときは､議針 ごなくなったEWj属する月の習月 (その日が)3の初H

である場合にあっては､当月)分以降の政務調食費を速やかに返還しなけ才lばならな

い O

(政務調溌費の使途)

第9条 会派及び議員は､政務調査費を議良が別に定める使途基準に従い使用しなけれ

ばならないO

(収支報告者等)

第1()条 政務調査費の交付を受けた会派の代髭符及び議員は､当該政務調査費に係る

収入及び菜摘の報告書 (以 fI｢収支報翫 勘 というO)を､別に定める様式により､

年度終 ~rの日の翌 tiから起算 して30日以内に､領収書の写じ (社会慣習その臆の事

情によ8.)これを徹しがたいときは､別に定める様才による支払証明書)及び議長が別

'に定める書類 (以帯 r領収番等3と総称するo )を斎見て､議連をに提ii圭'BLなければな

/･lL･

1) 会派が消滅 した場合には､当該会派の代表者であった削ま､前項の規定にかかわ L-.

ず､､当該会派が消滅したEWj械する月までの収支褐裾 等を､別に定める様式により､

同riの_>t]4.日から起算して 3(日子以内に､領収書等を添えて､議長に提出しなければな

らない､〉

3 議闘 ま､任断 ‡話汗 ‥辞職､失職若しくは除名又は議会の解散により議至芸でなくなっ

た場合には,第 1項の規碇にかかわらず､当該議員でなくなった11の属する7才まで(7J

収支報裾 ききを､別に定める様式により､剛 1の翌1号から起算してニ3(=1以内にも領収

書等を添見て､議尉 こ提出しなければならないO



(議長の調査)

第 31条 議良は,政務鋼夜費の適】卜な運jRを期すため､前条各項の規定により収支鍾

裾 書を及び領収書等が提損されたときは､必要に応じ調密を行う草)のとするO

(政務銅食費の返還)

等ぅIi)条 会派文は議長封ま､その年質において交す､jを受けた政務調査費の総額から､当

該会派 丈は議妄亘がその年度において行った政務調査費による引 払 (第 9条に規定する

使途基弼圭一に従って行った文言illをいう｡)の総額を控除して残余がある場合は,当該残

余の根に相当する額を速やかに返還しなければならないC

(収支報教書等U)保存及び閲覧)

第 13条 第 10条各項の規定により羅臼ほ れた収支報翫 圭を及び領収書等は､これを受

増した議闘 こおいて､提,'桐"べき壬那 削7)末日の豊FTから起算 して5年を擢過する卜ほ

で保存しなければならないn

2 何人も‥議長をに対し前項の収支報瞥奈及び領収書等 宅寮厳原情報公開条例 (平成

13年 こう月奈良県条例第3とも号)第 7蕪に規定する不開示情報力i記載された部分を除

<ゎ)の閲繁T'Lを請求することができる,)

(変位)

I,3i/日 各条 この条例に定めるもののほか､政務粥を賛U)交E､ゴに関し必資な事項は､議長

が定める｡

附 則

(施行期日)

1 この条例は､平成20年4月1日から施行する.｢

(経過措置)

2 この条例ir_よる改正後の奈良県技務諦資質の交付に関する条例の規定は､この条例

の施行の臼以後に文付の決定をする禎頼調査費について適印し､同日前に交付の決定

をした政稚調査賢については､なお従前の例による､

･L†



奈良県政務調査資の交付に関する規程

(趣旨)

第 1条 この期緋 ま､奈良県政務 調査 資の交付に関する条例 (平成 H3年 二日蟻等良県条

例第42埠｡以 ド ｢条例｣という｡)の施行に関し必蟹な事項を定めるものとするC

(会派結成届等)

第2条 条例第5条第 L項の会派結成届は､第 1与を様式によるものとする｡

2 条例第 5祭芽与2項の会派艶軌J削ま､第 2㌢銅策式によるものとする0

3 条例第 5衆第3境の会派解散届は､第37符様式によるものとするO

(会派及び議員の通知)

第 3粂 条例第 6条各項o)規定にょる通知は､第4をき様式によるもOjとする,⊃

(政務調歳費の請求)

第一ノま条 条例第 8条穿き1項の規定による政務調査費の請J鋸ま,会派に係るものにあって

は第5与封叢式､議員に係るものにあっては第6汚様式によるものとする｡

(政務F言TB3査費の使途基準)

第 5条 条例第 9条の使途基準は､会派に係るものにあ )ては別表第 1､議員に係るも

のにあっては別表第 2のと凄与りとするO

(収支報告書等)

第6粂 条例第 1()条′第1墳丈は第 2,項trj収支報告整 (会派に係るものに限る｡)は､

第 7享,L様式によるや)のとするO

2 条例寄書iO条第 1項又は第3項の収支報鉦ELを(議員に係る車)のに限る(,)は､第8

賢銅美式によるものとする｡

3 条例第 10条第 1項の主音:<､証明書は､第9号様式によるものとするJ

il 条例第 10菜第 1埠の議長が別に定耗)る喜美削ま､次に継げるものとする(,

(‖ 海外において調査活動を行った場合にあっては.第 10号様式による海外調香

活動記録簿

は) 県外において調査活動を行二つた場合にあっては,第 !1号様式による県外調査

活動記録簿

5 条例第 10集各工員の規定による領収書の写しの提出は､第 12号様式による韻収書

はiJli寸け用紙にはり付けて行 うものとする.

6 議尉 ま､条例第 10条各項の規定により堤根された収支報無 量を及び領収憲等の写し

電磁下 r収支報告者等』たももう¢)を､第 頂3登楼既により条軒事に送1､1する車)のとす

る こ

5整巻



(証拠書類等の整理保管)

第7条 会派の政務調査費経理責任者及び議員は､政務調査費の支出について､会計帳

簿を第 14号様式により調製し､その内訳を明確にするとともに､証拠書類等を整理

保管し､これらの書類を当該政務調査費の収支報告書等の提出期間の末日の翌日から

起算して5年を経過する日まで保存しなければならないO

(収支報告書等の訂正)

第8集 会派の代表者及び議員は､収支報告書等の文字の訂正､追加又は削除 (以下

r訂正等｣という｡)をしようとするときは､その字数を欄外に記載し､又は訂正等

をする文字の前後に括弧を付して､その範囲を明らかにし､かつ､その字数を欄外に

記載した部分又は当該訂正等をした部分に押印するとともに､当該訂正等をした者の

氏名及びその年月日を記載し､議長に第15号様式による訂正届を提出しなければな

らない｡この場合において､訂正文は削除をした文字は､なお読むことができるよう

にしておかなければならない｡

(収支報告書等の閲覧)

蘇9条 条例第 13条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は､当該収支報告音等を

提LLjiすべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることが

できる0

2 条例第 13条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は､議長が指定する場所で､

職員の勤務時間中にしなければならない｡

3 収支報告書等は､前項の場所以外に持ち出すことができないC

4 収支報告書等は､丁重に取扱い､破損､汚損又は加筆等の行為をしてはならない0

5 前3項の規定に違反する者に対しては､その閲覧を中止させ､又は禁止することが

できる0

6 前各項に定めるもののはか､収支報告書等の閲覧に閑し必要な事項は､議会の事務

局長が定めるO

附 則

(施行期日)

1 この規程は､平成20年4月1日から施行する｡

(経過措置) .

2 この規程による改正後の奈良県政務調査費の交付に関する規程の規定は､この規程

の施行の日以後に交付の決定をする政務調査費について適用し､同日前に交付の決定

をした政務調査費については､なお従前の例による｡

60



奈良県政務調査費に係る収支報告書及び領収書等の閲覧に関する要綱

(閲覧場所)

第 1 奈良県政務調査費の交付に関する規程 (平成13年3月30日O以下 ｢規程｣と

いう｡)第9条第2項に規定する奈良県議会の議長が指定する閲覧場所は､奈良県議

会図書室とする｡

(閲覧時間)

第2 閲覧時間は､午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとするC

(閲覧業務を行わない日等)

第3 閲覧業務を行わない日は､奈良県の休日を定める条例 (平成元年3月奈良県条例

第32号)第 1条第1項に定める日とする｡

2 前項に定める日のはか､奈良県議会の事務局長 (以下 ｢事務局長｣という｡)が特

に必要があると認めるときは､閲覧業務を休止することができるo

(閲覧手続)

第4 閲覧者は､第1に規定する閲覧場所 (以下 ｢閲覧室｣というO)に置かれた受付

において､政務調査費に係る収支報告書及び領収書等閲覧者記録簿に､必要な事項を

記入しなければならない｡

(閲覧方法)

第5 閲覧者は､係員の指示に従い､奈良県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13

年3月奈良県条例第42号)第10条各項に規定する政務調査費に係る収支報告書及

び領収書等を書架から取り出して閲覧することができる｡

2 閲覧者は､閲覧終了後､当該報告書を元の位置に返却しなければならない｡

(収支報告書及び領収書等の写しの交付)

第6 事務局長は､収支報告書及び領収書等の写しの交付の申し出があったときは､収

支報告書及び領収書等の写しの交付を行うことができる｡

2 前項の規定により写しの交付を行う場合においては､その作成の方法及び作成に要

する費用の徴収については､奈良県議会情報公開事務取扱要綱 (平成13年3月30

日制定)第3の10の規定を準用するものとするO

(閲覧者の遵守事項)

第7 閲覧者は､次に掲げる事項を遵守しなければならないo

l 閲覧室には､動物､コピー器機､カメラ及び危険物を持ち込まないこと0

2 閲覧室内では､音読､談話､飲食､喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしない

こと｡

3 その他係員の指示に従うことO

(閲覧の中止又は禁止)

第8 事務局長は､閲覧者が規程又はこの要綱の規定に違反する場合には､その閲覧を

中止させ､又は閲覧を禁止することができるO

附 則

(施行期日)

1 本要綱は､平成20年4月1日から施行する｡

(経過措置)

2 この改正後の要綱は､この要綱の施行の日以後に交付決定をする政務調査費につい

て適用し､同日前に交付の決定をした政務調査費については､なお従前の例による｡
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(行政文斧の開/転義務)

第7条 実施機関は.開示請求があったときは､開′j消夏求に係る行政 文吉に次の各馴 こ

掲げる情報 (以 F:｢不開′封轟章鋸 というC)のいずれかが記録されている場合を除き､

開′1ミ請求告に対 し､当該行政文教を閲読しなければならない,3

7 法令蒙IiAしくは他の条例 (以 卜 ｢法令等｣というゥ)の規定 又は実施機関が法律卜従

う義務を有する各人Eifその他Eラーiの機関の指示により､公にすることができないと認

められる情報

2 個人に関うる情報 (事業を営む個人の当該事業に関する情報を除くO)であって､

当該情報に含まれる氏名､生年)夏日その他の記述等により特定の御大を識別するこ

とができるもの く他の情報 と照合することによ り､特定の個 人を識別することがで

きることとなるものを含むO)又は特定の偶人を識別することはできないが､公に

することにより､なお個人の権利利益を害するおそれがあるもU)｡ただ し､次に掲

げる情報を除く｡

ア 法令等 の規定により又は慣行として公にされ､又は公にすることが ㌢定されて

いる情報

( 人のJ享:_命､健康､′巨_清文は財産を保護するため,公にすることが必要であると

認めら者iる情報

り 当該個Aが公務員等 闇 家公務員法 (昭和22年法律第 i20亨引 第 2条第 1境

に規定する㌢号ヨ家公務員(独 封 j二政法 人通則法 博 成 1 3年dJ去律第 日 )3号)第 2条

第 2碓妻に税Jjさする特定狐 もlHl･政法人のキ'uき及び職責をを除く〕)､独言う二行政法人等

(独 封 3∴政法人等の保有する情報の公開に関する法緑 (平成 L3年法律第 1-日)

吉…)第2条第 1項に規定する独 沼 t政法人等をいうC以 印可じC)の役員及び職員､

地 方公務を主法(f捌二日25年法律第26ijLJ:)第 2条に規定する地 方公務長を並

がその職務の遂行に係る情報であるときは､当該情報のうち∴ 当該公務夏冬等の職

及び＼l'3該職務遂行の内容に係る部分

3 法人その他の団体 (臥 独 封 j:政法人等､地方公共団体及び地力独封 ):-放法人を

除 く｡以 ド ｢法人等 ｣という｡)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関

する情報であ-つて､次に掲げる章)の｡ただし､人の′圭一命,健康､′ま三構文は責u産を操

gj;盟



護するため､公にすることが必要であると認め られる情緒を除 く_

ア 公にすることによ り∴ 当該法 人等又は当該個人の権粧 競争 LUj地位その他とぎ:.

当な利滋を害するおそれがあるもの

で 実施機関の要請を受け て一､公にしないとの条件で任意に提供 された ものであてノ

て.法 人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他

の当該条件を付することが当該情報の性質､当時の状況等に照らして合理的であ

ると認め られるもの

･も 公にすることによ り､犯罪の 予防､鋲[-i:.又は披露､公訴の維持､刑の執行その他

の公 達E<の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることに

つき相当の理由がある情報

5 ガ芦冬の機関舷びにE峯E､独 封 f枚法人等､他の地方公料讃体及び地方独立行政法 人の

内部又は相 子土間における審議, 検討又は協議に関する情報であって､公にすること

によ り率蔽な意見の交換 符しくは意思決定の中立性が 不当に損なわれるおそれ､不

当に県民等の間に混乱を/lこじさせるおそれ 又は特定の者に不当に利益をfiえ苦 しく

は不利益を及ぼすおそれがあるもの

6 県の機関又はE凱 独 封 ,;政法 人等､他の地方公共団体 妾.7=しくは地方独 封 i政法人

がFjう事務1枚は事業に関する情報であって､公にすることにより､次に掲げるおそ

郎その他 当該事務又は事業の性質 卜､当該事務又は事業の遜iEな遂行に支障を及ぼ

､すおそれがあるもの

確な事 J程の把握を困難にするおそれ又は違法若 しくは不当な行為を容易にし､若

しくはその発見を桓i灘にするおそ才と

イ 契約､交渉 丈は争訟に係る整務に関 し､国､独封 テ政法人等､地方公則 TYl体 又

は地方独封 】二政法人の財産 卜の利益 丈は当事務としての地位 を不当に寄す るおそ

れ

や 調査研究に係る事務に関 し､その公妻摘 1つ能漆潮 な遂行を不当に好服賢㌻るおそ

れ

エ 人事管哩に係る事務に関 し､公 位かつ円滑な 人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 国苦 しくは地方公姥団体が経営する企業､独 1日f波法人等丈は地方独 ＼LlJ_行政法

人に係る事業に関 し､その企 業系㌢差,:rLのfl二当な利益を害するおそれ

7 議会の会派 又は議を蓬の活動に関する惰残であ-つて､公にすることによ りこれ らの

情動に賢しい 支障を及ぼすおそれがあるもの
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公職選挙)志 し抄)′･｣､第 199条の 二三∵T,

し公職の候補者等の寄附の禁止)

第199采のこ 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者 (公職にある竜を

含む｡以下この条において ｢公職の候補番等 Jという｡)は､当該選挙区 (選挙区が

ないときは選挙の行われる区i乱 以下この菜において同じ｡)内にある竜に対 し､い

かなる名義をもってするを問わず､寄附をしてはならない｡ただし､政党その他の

政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の紙族に対してする場合及び当

該公職の候補者等が専ら政治上の重義又は施策を普及するために行う講習会その他

の政治教育のための集芸 (参加者に対して饗応接待 (通常用いられる程度の寅事の

提供を除く〔))が行われるようなもの､当該選挙区外において行われるもの及び第百

九+九条の五第m墳各号のCx7/ntによる当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行

われるものを除くO以下ここの采において同じO)に関し必要やむを得ない実費の補償

(寅事についての実費の補償を除くO以下この葉において同じo)としてする場合は､

この限りでない0

2 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附につい

ては､当該公職の候補者等以外の者は､いかなる名義をもってするを問わず､これ

をしてはならない｡ただし人 当該公職の候補者等の束那架に対してする場合及び当該

公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を苗及するために行う講習完その他の

政治教育のための集会に関L/必要やむを得ない実費の補償としてする場合は､この

限りでない0

3 伺人も､公職の候補者等に文]して､当該選挙区内にある番に苅する寄附を勧誘し､

又は要求してはならない⊂}ただし､政党その他の政治団体若しくはその支部又は当

該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し､又は要求する場合及び当該公職の

候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教

育のための纂芸に関し必要やむを得ない実費の補償としてする等附を勧講し､又は

要求する場合は､この限りでないで〕

4 何人も､公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある番に対する寄

附については､当該公職の候補者等以外の苗に対して､これを勧誘し､又は要求し

てはならない〔ただし､当該公職の候補者等の親族に対gる笥附を勧誘し､又は要

求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義SZは施策を普及するために

行う講習芸その他の政治教育のための蕪会に関L/必要やむを得ない実費の補償とし

てする寄附を勧告芳し､又は要求する場合は､この限りでないu
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